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はじめに 

 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大は、われわれの生活や社会システム全

般に大きな影響を及ぼすこととなった。 

 

特に地域構造の面では、経済合理性追求のもとで加速していた集中指向を大きく減速さ

せることになった。長らく継続していた東京一極集中の傾向が変曲点を迎え、新たな生活様

式に対応したバランスが形成されつつある。 

 

こうした中で、人々の暮らしの場、経済活動の場となる中心市街地（まちの中心）1のあ

り方や、まちづくりのあり方も新たな視点に立って進める必要があるだろう。新型コロナウ

イルス感染症の渦中における変化を読み解き、アフターコロナを展望したまちづくりのあ

り方を探る必要があるだろう。 

 

こうした問題意識のもと、東京都中小企業診断士協会まちづくり研究会では、今般のまち

づくりに係る取組をレビューする中で、アフターコロナも展望したこれからのまちづくり

について、会員相互の意見交換を重ねてきた。 

 

本稿では、コロナ禍のもとで変化を余儀なくされたまちづくりの現状と今後のトレンド

を確認するとともに、会員相互の議論を踏まえたアフターコロナを展望したまちづくりの

あり方「中心市街地活性化２.０」を提起することにしたい。 

 

 

  

                                                      

1 まちの中心に位置し、地域における社会的、経済的及び文化的活動の拠点としての役割を果たす市街地

一般を対象とすることを明確にするため、本稿では「中心市街地（まちの中心）」と表記することにし

た。中心市街地活性化法における対象の規定については巻末用語集を参照 
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１ コロナ禍で変わるまちづくり 

 

１－１ コロナ禍を機に進む郊外化・地方分散 

はじめに今後のまちづくりを考えるうえで注目すべき社会環境の変化を確認することに

する。 

まず押さえておくべき変化は、東京圏における郊外化や地方分散の進展である。 

 

（東京からの人口流出） 

 2021 年 1 月 29 日に総務省が公表した住民基本台帳に基づく 2020 年の人口移動報告に

よると、東京都の人口移動は７月から６か月連続で転出者が転入者を上回っており、東

京都への一極集中の流れが変わりつつある。昨年１年間の東京都の転入超過は 3 万

1,125人であり、まだ転入超過であるが、その規模は約 5.2万人減少し、2019年の 4割

以下に縮小している。 

 その他の地域について、2019年と 2020年を比較すると、東京圏に位置する埼玉県、千

葉県、神奈川県は転入者数がほぼ横ばいであった。また、もともと転入超過の大阪府、

福岡県では転入者数が増加し、それ以外の地域では。わずかではあるが、転出超過傾向

が緩和された。 

 今後の推移を確認することが必要ではあるものの、東京一極集中が加速していた国土

構造について潮目の変化を感じさせる。 
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（東京に集中していたオフィス立地の見直し） 

 東京への集中傾向が落ち着きをみせた要因は、まず新型コロナウイルス感染症拡大に

伴う経済活動の停滞であるが、三密を避けた就業形態が奨励されるなかで、東京都心部

のオフィスで出社制限が行われ、テレワークが普及してきたことも大きい。最近では東

京都心に集中していたオフィスのあり方の見直しを発表する企業も増えている。 

 オフィスに対する企業の考え方の変化を実感させた象徴的な例は、電通の本社ビル売

却の検討。48 階建て約 9,000 人の社員が勤務しているが、感染防止のためオフィスの

出社率が約 2割となり、業績悪化と相まって、売却も含めた検討が行われている。 

 また、富士通はオフィス出社率を 25%に抑えるとともに、今後約 3年でオフィス面積を

半減させる計画を進めている。配属地以外での遠隔勤務を認め、単身赴任の解消につな

げる等、最適な働き方の実現、社内カルチャーの変革にも取り組む。 

 さらに、千代田区に本社を構える人材派遣会社パソナは、兵庫県の淡路島へ本社機能の

一部を移転。淡路市の複合文化リゾート施設を活用し、2020 年末で約 500 人が勤務中

であり、2024 年 5 月までに、東京本社で勤務するグループ約 1,800 人のうち約 1,200

人を移動させると公表している。さらにＪＡＬ等、ワーケーションの導入を行う企業が

増えつつあり、就業の場の自由度は確実に高まりつつある。 

 こうした動きは大企業ほどではないが、中小企業でも進行している。一時的対応でなく

オフィスや就業制度が見直される中で、東京からの分散志向が定着する可能性が高い。 

 

オフィス変革の取組例 

電通 出社を 2割程度に抑制。東京汐留の本社の売却を検討 

富士通 出社を 25%に抑制。3 年間でオフィスの半減を計画。ニューノーマル

における新しい働き方「Work Life Shift」を公表し、配属地以外の

遠隔勤務も可能に 

パソナ 働く人々の「真に豊かな生き方・働き方」の実現と、グループ全体の

BCP（事業継続計画）対策の一環として、東京都千代田区から兵庫県

淡路島に本部機能業務を段階的に移転 

ＪＡＬ 2017年に従業員へのワーケーション導入を公表。NTTデータ経営研究

所、JTB総研と効果検証を目的とした実証実験も実施 

出所）各社プレスリリース、新聞情報等をもとに作成 

 

（地方分散を推進する政策展開） 

 オフィス分散の動きは、地方拠点強化税制等、政府が推進してきた地方分散政策とも合

致する。現下の状況を踏まえて分散の加速に向けた政策も展開されている。 

 一例として、2020年度の第 3次補正では、「地方創生テレワーク交付金」100億円が計

上されている。地方でのサテライトオフィスの開設やテレワークを活用した移住・滞在

の取組等を支援することにより、地方への新しい人の流れを創出し、東京圏への一極集

中是正、地方分散型の活力ある地域社会の実現を狙いとする。 



5 

 

１－２ 一層の情報化の進展 

分散型の社会システムが構築される中で、インフラとして改めて大きな役割を果たした

のが、情報基盤としてのインターネット活用の普及・浸透である。当たり前になったネット

利用が、コロナ禍後も人々の生産活動や生活行動に大きな変化をもたらすと予想される。 

 

（テレワーク） 

 産業活動の面では、コロナ禍が拡大する中、テレワークの利用が拡大を見せた。政府、

自治体の要請もあり、東京都心部に本社を構える大手企業を中心にテレワークの導入

が広まった。 

 内閣府が昨年末に公表した調査によれば、2020年 12月時点のテレワーク実施率は全国

で 21.5%（東京都 23区 42.8%）であり、2019年 12月の 10.3%（東京都 23 区 17.8%）と

比較すると大きく増加している。コロナ禍を機に、テレワークの利用が浸透しており、

コロナ禍終息後もテレワークを希望する割合が高いことを示す調査結果もある。 

 先述のとおり、東京に本社を構える大手企業を中心に、オフィスのあり方を見直す動き

が顕在化している。本社への拠点集約の動きにかわり、在宅勤務の拡大や様々な場所に

ワークスペースを整備する取組が目立つ。 

 

地域別のテレワーク実施率 

 
出所）内閣府「第 2回新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」

注）インターネット調査、回収数：10,128、調査期間：2020年 12月 11日～17日 

 

（テレワークの普及に伴い増える地方への転職希望） 

 テレワークの普及は 20歳代のＵ・Ｉターンや地方での転職希望へも影響をもたらして

いる。先の内閣府の調査によれば、20 歳代の東京圏在住者で、地方移住に関心を示す

2019 年 12 月 2020 年 12 月 5 月 
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回答率は 2019 年 12 月の 11.3%から、2020 年 12 月には 15.7%へと、4.4 ポイント増加

している。主な理由として、「人口密度が低く自然豊かな環境に魅力を感じたため」「テ

レワークによって地方でも同様に働けると感じたため」等があげられている。 

 また、マイナビが 2021 年 3 月卒業予定の全国の大学生、大学院生（7,263 名）を対象

に行った調査によれば、テレワークやリモートワークの推進が進み、働く場所が自由に

なった際の勤務地・居住地域の理想について、勤務地、居住地とも に 2 人に 1 人が

地方を希望している。さらに、ふるさと回帰支援センターへの来訪者、問い合わせ数が

増加傾向にあり、特に 40歳未満の相談件数の増加が著しいとの報告もある（国土交通

省調査）。 

 こうした調査結果から、今後、テレワークの普及と相まって就業の場、生活の場の再編

が進むことが想定される。 

 

（ネット消費の拡大） 

 人々の生活の側面では、ネットショッピングの拡大が進行した。家計調査によれば、ネ

ットショッピングを利用する世帯の割合は、コロナ禍のもとで増加が顕著となり、2020

年 5月には利用世帯の割合が初めて 5割を超えた。 

 2020 年 12 月度における 1 世帯当たりのネットショッピングの月間支出額は平均 2 万

1,579円（名目増減率は前年同月比 23.6%増）。増加に対す寄与度は、食料、贈答品、衣

類・履物、家電が高い。 

 

 

出所）総務省家計調査年報（https://netshop.impress.co.jp/node/7818） 

 

（スマートシティ/スーパーシティ） 

 コロナ禍は、都市における情報通信技術の利活用を加速するスマートシティやスーパ

ーシティの取組にも影響を与えている。 

 スマートシティは、「都市の抱える諸課題に対して、ICT 等の新技術を活用しつつ、マ

ネジメント（計画、整備、管理・運営等）が行われ、全体最適化が図られる持続可能な

都市または地区」（国土交通省）のことであり、我が国が目指す society5.0における都
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市・地域のモデルということができる。エネルギー等、都市インフラのマネジメントに

関する取組が多いが、その提供サービスが拡大しつつある。例えば、コロナ禍が広まる

中で、各国で情報技術を活用した検査・追跡、隔離・接触低減策が一定の成果を上げて

おり、都市のレジリエンス（強靭性）強化の面からの期待が高まった。 

 関連して、我が国では 2020 年 5 月 27 日に国家戦略特別区域法等の改正法案（スーパ

ーシティ法案）が成立し、取組の加速が期待されている。「スーパーシティ」構想は、

様々なデータを分野横断的に収集、整理し「データ連携基盤」を構築し、地域住民等に

サービスを提供することで、住民福祉・利便向上を図る都市と定義されている。なお、

スーパーシティは、スマートシティがエネルギー等の部分から始めてインテグレート

（統合）するアプローチだったとするならば、最初から全体最適を狙った構想とされて

いる。構成要素として下記の 10 項目があげられており、包括的な取組が見込まれる。 

 

 移動：自動走行、データ活用による交通量管理・駐車管理等 

 物流：自動配送、ドローン配達等 

 支払い：キャッシュレス等 

 行政：ワンスオンリー等 

 医療・介護：AI ホスピタル、データ活用、オンライン（遠隔）診療、医薬品配達等 

 教育：AI 活用、遠隔教育等 

 エネルギー・水：データ活用によるスマートシステム等 

 環境・ゴミ：データ活用によるスマートシステム等 

 防災：緊急時の自立エネルギー供給、防災システム等 

 防犯・安全：ロボット監視等 

 

スーパーシティの具体像 

 
出所）国家戦略特区有識者委員会資料  
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１－３ 変わる生産活動・生活行動と中心市街地（まちの中心）の役割 

以上の環境変化を踏まえて、中心市街地（まちの中心）における生産活動と生活行動につ

いて想定される変化を整理してみよう。 

 

（生産活動の変化） 

 既に述べたように、コロナ禍のもと、大手企業を中心にテレワークの進展に伴うオフィ

ス立地の見直しが進んでおり、より柔軟な就業形態が広まることが見込まれる。コロナ

禍が長期にわたったこともあり、企業のオフィス立地、就業制度のあり方自体が見直さ

れつつある。都心部に立地するオフィスのコスト負担軽減ニーズと相まって、事業所立

地の分散が進展すると考えられる。 

 オフィスの分散先としては、現在人口が流出している埼玉、千葉、神奈川等の大都市圏

郊外部や、福岡市等地方中枢・中核都市が先行すると考えられるが、リゾート地や観光

地で業務を行うワーケーション等の動きもあり、より柔軟な機能立地が進むことも想

定される。 

 オフィスを中心とする産業立地・業務地域の柔軟化に伴い、人々のワークスタイルも自

由度が高まることが見込まれる。郊外部や地方都市における就業ニーズが高いこと、大

都市圏における通勤時間の長さに対する不満等を考慮すると、職住近接を基本として、

対面のコミュニケーションが必要な会議等、必要な場合に限って事業所に出社するワ

ークスタイルが浸透すると想定される。 

 一方、直接顧客へサービスを提供することが必要な飲食業や、理容業等の対消費者サー

ビス業については、ホームデリバリー等、一部ネットに移行するものが出てきてはいる

ものの、相対のサービスが基本である。こうした業種は、コロナ禍で閉店を余儀なくさ

れている事業所が多いが、コロナ禍終息後は、消費者ニーズの回復に応じて、ある程度

までコロナ禍前と同様のサービスが提供されるようになると考えられる。ただし、コロ

ナ禍が長期に及んだことで廃業を選択した事業所も多く、消費者の生活様式が変化し

ていることから、事業所の形態やサービス内容が変化することも考えられる。 

 

（生活行動の変化） 

 生活行動の面では、就業者の居住地、就業形態の変化に伴い、買物、就学、余暇活動、

コミュニティ活動等に係る生活様式の変容が見込まれる。 

 これらの変化は、大きくは①会食、スポーツ、文化活動等、三密回避で本来のニーズが

抑制されている行動と、②在宅勤務、ＷＥＢ会議等、コロナ禍対応で意識の変化がもた

らされた行動に分けて考えることができるだろう。前者についてはコロナ禍終息後に

コロナ禍前の状態に戻っていくことが想定されるが、後者については、新しい生活様式

として、今後も継続すると考えられる。 

 コロナ禍のもとで実施された調査等も参考にすると、例えば、次のような行動変容が想
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定される。 

 買物：三密対策で「ネットショッピング」「キャッシュレス決済サービス」等が増

えた。政府が普及に力を注いでいるキャッシュレス決済は引き続き増加する一方

で、利便性を重視するネットショッピングと、体験価値を重視するリアルショッピ

ングの使い分けが定着 

 飲食：三密回避のため、「店内飲食」が落ち込む中で、「デリバリー」「テイクアウ

ト」が増加。こうしたスタイルが浸透する一方で、潜在的な顧客ニーズに対応しコ

ロナ禍前への回帰が進行 

 交際やつきあい、趣味や娯楽、スポーツ：三密抑制のため抑制されているが、潜在

的な活動ニーズは継続しており、コロナ禍前への回帰が進行 

 野村総合研究所が 3,000 人を対象に実施した生活者意識調査2によれば、生活者の満足

度は 2019 年の 60%から、2020 年 5 月 50%、12 月 40%と大きく低下しており、行動制約

に対する不満が蓄積されていることが窺われる。そのため、コロナ禍が終息した場合、

短期的にはリバウンドが起こり、急速にコロナ禍前へ回帰することも考えられる。 

 

コロナ禍に伴う生産活動・生活行動の変化 

区分 アンダーコロナ アフターコロナ 

生産活動 業務機能  本社等への出社制限のもと

で、テレワークを活用 

 就業制度の柔軟な運用 

 オフィス立地の見直し、テレワ

ークの普及 

 就業制度の見直し 

 郊外部、地方中枢中核都市

等への分散 

小売業  ネット販売の増加  体験価値の提供に重点を置く

出店、サービス形態への移行 

飲食・接客サー

ビス業 

 開店時間の制限に伴う事業

縮小 

 デリバリーサービス等、ネット

対応型事業への転換 

 顧客ニーズの回復に応じた営

業再開、再出店 

生活行動 通勤・居住  出社抑制、テレワークによる

勤務 

 職住近接型勤務形態の定着 

 オフィス立地見直し、就業地

移転に伴う郊外部、地方都市

等への移住の増加 

買物  三密回避のためネットショッピ

ングを活用 

 キャッシュレス決済 

 体験価値を重視した買物スタ

イルの浸透 

 キャッシュレス決済の継続 

飲食  三密回避のため店内飲食の

抑制、デリバリー、テイクアウ

トの活用 

 ある程度コロナ禍前へ回帰 

 居住地周辺における消費行

動の増加 

趣味・娯楽・ス

ポーツ 

 三密回避のため活動抑制  同上 

交際・付き合い  三密回避のため活動抑制  同上 

                                                      

2 野村総合研究所「コロナ禍により低下する消費者の生活満足度」（2021 年 2 月 5 日） 
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（中心市街地(まちの中心)への期待） 

 生産活動や生活行動の変化に伴い、中心市街地（まちの中心）に対する期待も変化する

だろう。コロナ禍のもとでは、三密を避けるため中心市街地（まちの中心）は生活必需

品等の提供が求められる一方で、営業時間の短縮等活動の抑制が求められ、矛盾したニ

ーズへの対応を余儀なくされてきた。しかしアフターコロナの社会では、こうした矛盾

が解消し、中心市街地（まちの中心）が本来有している周辺地域への交通利便性や、集

積のメリットを活かした空間、機能の提供を果たすことが可能となる。 

 その結果、生産活動の面では、分散する業務機能等の立地点として、中心市街地（まち

の中心）が選択され、地域の稼ぐ力を担う基盤産業（域外を主たる販売市場とした産業）

の集積が進む可能性が高い。 

 また、郊外や地方における職住のバランスが進むため、非基盤産業（域内を主たる販売

市場としている産業）や、公共公益施設等に対するニーズも高まる。もちろん流通構造

が変化するため、ネットショッピング、デリバリー等、ネット化が進展する中で一部の

リアルサービスは縮小が見込まれるが、就業の場、つきあい・交流等、リアルの場にお

ける潜在的な活動ニーズは高いと考えられる。 

 これからのまちづくりは、このような中心市街地（まちの中心）の強みと、そこに対す

るニーズの変化を踏まえて、機能、空間の再編に取り組むべきだと考えられる。問題は、

現在の中心市街地活性化方策が、業務機能の立地促進に対応できていないことである。 

 

コロナ禍に伴う中心市街地（まちの中心）への期待 
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２．これからのまちづくりの方向 －中心市街地活性化２．０－ 

 

（基本的な考え方） 

これまでのまちづくりで注力されてきた中心市街地活性化は、モータリゼーションの中

で停滞傾向にあった商店街等の商業機能の回復、向上が中心的な課題であった。中心市街地

（まちの中心）の活性化に向けて 1998年に成立した中心市街地活性化法は、2006年、2014

年に見直されたが、この点が見直されることはなかった。 

そのため、今日、地域の住民やコミュニティにとっての商店街の位置づけが「買物の場」

から「多世代が共に暮らし、働く場」へと変化している中、そうした意識の変化を踏まえた

施策アプローチが、必ずしも十分でなかった可能性も指摘されている（「地域の持続可能な

発展に向けた政策の在り方研究会」中間とりまとめ3。 

こうした問題意識のもと、これからのまちのあり方として、「商店が集まる街」から「生

活を支える街」への変革が提起されているが、アフターコロナにおける中心市街地（まちの

中心）に対する期待を踏まえると、依然として商店街や生活系の機能に対象を限定した組み

立てのように思われる。 

中心市街地活性化法には、第 3条（基本理念）に「中心市街地が地域住民等の生活と交流

の場であることを踏まえつつ、地域における社会的、経済的及び文化的活動の拠点となるに

ふさわしい魅力ある市街地の形成を図ることを基本とし」と記されているが、「地域住民等

の生活と交流の場であることを踏まえつつ」との文言があるせいか、経済的活動の拠点とし

ての機能は、一部地域の計画を除くと、商業施設等、主として圏域の生活者を対象とする非

基盤産業に限定されている。 

これは、市町村マスタープランの高度化版として全国 559団体（2020年 12月末）で取り

組まれている「立地適正化計画」においても同様で、都市再生に向けた都市機能立地の誘導

が意図されているものの、都市の居住者以外の者の宿泊のみに特化した宿泊施設や、都市の

居住者の共同の福祉や利便に寄与しないオフィスは誘導施設から除外されている。 

一方、地方創生に向けて、地域の「稼ぐ力」の強化の必要性が喧伝され、その実現に向け

て地域再生計画に基づく「地方拠点強化税制」により、本社機能（事務所、研究所、研修所）

の地方移転が推進されてきたが、中心市街地活性化や立地適正化とこうした地域再生計画

に基づく取組はほとんど結び付けて対応されてこなかった4。 

しかしながら、地方都市の場合、本社機能を含む業務機能の立地点は中心市街地（まちの

中心）である場合が多く、中心市街地活性化のためには、業務機能も積極的に対象とするこ

                                                      

3 https://www.meti.go.jp/shingikai/sme_chiiki/jizoku_kano/pdf/20200623_01.pdf 

4 本社機能の地方移転を目的とする「地方拠点強化税制」は、地域再生計画に位置付けられており、中心

市街地活性化とは別個に取り組まれている。対象は本社機能（事務所、研究所、研修所）とされている。 
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とによって、施策の効果を高めることが可能であると思われる。例えば、中小企業庁が 2017

年 3月に公表した空き店舗実態調査報告書によれば、空店舗の解体・撤去後の利用が商店街

に与えた影響について、「オフィス」は好影響を及ぼしたという回答が 57.1%を占める。こ

れは、新しい店舗 59.7%、商店街の共同利用施設 52.4%とほぼ同様の回答率であり、駐車場

19.3％、住宅の 6.6%と比べてはるかに高い。実際、ここにきて日南市油津商店街のように、

IT企業の誘致を通じて商店街の活性化に成果をあげた地域も登場してきているのである。 

今日、求められている中心市街地（まちの中心）の役割は、地域の稼ぐ力を支える業務機

能等、まちの中心に立地する産業機能を含み、よりトータルにまちの活性化を担う機能が集

積する拠点であり、中心市街地活性化方策も、こうした問題意識のもとで組み立て直す必要

があるのではないだろうか。コロナ禍のもとで、新たな生産活動、生活行動が浸透すること

を踏まえ、考え方を転換する必要性が高まったと思われる。 

コロナ禍を経て明らかになってきた新たな課題認識のもとで、改めて、新しい価値の創造

に資する「地域における社会的、経済的及び文化的活動の拠点」の実現を目指すべきだと考

える。 

こうした思いを込めて、これからの中心市街地（まちの中心）におけるまちづくりの方向

を「中心市街地活性化２.０」と名付け、その展開を図ることを提起したい。 

 

中心市街地活性化１.０から２.０へ 

区分 中心市街地活性化１.０ 中心市街地活性化２.０ 

国土構造  東京一極集中  多極分散 

ライフスタイル  大都市居住 

 長時間通勤 

 ＵＩＪターン、二地域居住 

 職住近接 

中心市街地活性化

の課題 

 商業機能の回復 

 まちなか居住、公共公益施設

の集約 

 地域経済のけん引と雇用機会

の創出 

 圏域に対するサービスの提供 

目指す姿  活力ある商店街  地域における社会的、経済的

及び文化的活動の拠点 

中心市街地に集積

させる機能 

 圏域サービス機能（商業機能

を中心とする非基盤産業、公

共公益施設） 

 都市型住宅 

 インフラ（道路・交通、アメ

ニティ空間） 

 業務機能（基盤産業） 

 圏域サービス機能（非基盤産

業、公共公益施設） 

 都市型住宅 

 インフラ（道路・交通、アメ

ニティ空間、情報基盤） 

整備対象空間の広

がり5 

 商店街及びその周辺  中心業務地区（ＣＢＤ）を含

む中心市街地全体 

まちづくりの体制  ＴＭＯ、開発型まちづくり会

社 

 企画型まちづくり会社 

 ＭＡＰｓ＋Ｏ 

                                                      

5 実態として、中心市街地活性化基本計画における中心市街地活性化区域は、関連事業の適用を考慮して

広めにとられている場合も多い。ただし業務機能については計画対象とされておらず、機能連携が考慮さ

れていない。 
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これからの中心市街地（まちの中心）が担うべき機能

 
 

（取組の基本方向） 

「中心市街地活性化２.０」の推進に当たっては、新しい視点のもとで「まちの稼ぐ力と

集客力の強化」「新しいまちの機能と空間の整備」「新しいまちづくりスキームの確立」を推

進することが重要である。 

 まちの稼ぐ力と集客力の強化 

コロナ禍を機に、業務機能の郊外立地、地方分散が進む中、これからの中心市街地（ま

ちの中心）は、稼ぐ力の強化に寄与する中心業務地区（ＣＢＤ）としての役割を強める

べきだと考えられる。本社機能や、高次の専門サービス業等、域外需要を受け止め、対

象地域（都市圏）の地域経済を支える基盤産業の集積形成や、外需の誘導に向けた集客

力の強化が重要性を増すだろう。 

実際、海外における中心市街地（まちの中心）の整備に当たっては、中小都市であっ

ても、地域経済を支えるクリエイティブ産業の振興や、コンベンション等のビジネス交

流を中核機能に据える例が散見される。 

また、我が国の地方都市でも、日南市や塩尻市等、中心市街地（まちの中心）におい

て業務機能の誘導を進める都市が輩出しつつあり、こうした地域では、地域のコミュニ

ティとも連携した職住近接型の産業集積が形成されている6。 

                                                      

6 日南市では、商店街周辺における IT 関連企業の立地を推進しており、企業立地促進条例により、情報

サービス施設に対する固定資産税の免除（5 年間）、雇用促進奨励金を提供するとともに、情報サービス
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我が国の中心市街地活性化も、地域再生計画との連携を視野に置き、こうした地域の

稼ぐ力を支える産業振興を含む包括的な産業・機能の立地に資する空間整備の視点の

もとで展開することが望まれる。 

 

 新しいまちの機能と空間の整備 

中心市街地（まちの中心）が、これからもそのポテンシャルを発揮し、地域活性化に

貢献するためには、アフターコロナにおける地域再編、情報化の進展等を踏まえた新し

い生産活動や生活行動に対応した機能と空間の整備を推進する必要がある。 

機能面では、これまでも集積が目指されていた、①商業等の圏域に対するサービス機

能（非基盤産業、公共施設）、②都市型住宅、➂交通基盤・アメニティに加えて、④業

務機能（基盤産業）を構成機能のひとつに位置づける必要がある。業務機能としては、

地方分散が注力されている本社機能（事務所、研究所、研修所）の他、システム・コン

テンツ等の開発機能や、インキュベーション施設、シェアオフィス等の集積支援機能を

立地させることが想定される7。 

こうした中心市街地（まちの中心）における機能集積の形成に当たっては、これらの

機能をできるだけ有機的に連携させることが望ましい。例えば、職住近接型の地域では

女性が働きやすくするために、まちなかにおける託児所等の整備が重要になってくる。

また、職住近接型の中心市街地（まちの中心）は、生活者だけでなく、就業者が活動す

る場となる。それだけに、自宅(ファーストプレイス)でも職場・学校(セカンドプレイ

ス)でもない、居心地の良い時間を過ごせる場として「サードプレイス」を形成するこ

とも重要である。 

空間的には、集積のメリットを活かすためにも、徒歩や自転車を主要な交通手段とす

るコンパクトな市街地整備が重要である。こうした近未来の職住近接型の都市のイメ

ージとしては、パリ市アンヌ・イダルゴ市長が提案している「自転車で 15分の街」と

いうシンボリックなコンセプトがわかりやすい。2024年までに誰もが車なしでも 15分

で仕事、学校、買い物、公園、そしてあらゆる街の機能にアクセスできる都市を目指す

というビジョンである。職住近接が基本となるアフターコロナのコミュニティは、この

コンセプトに近い空間を目指すべきだと思われる。 

インフラとしては、コロナ禍を機に普及、浸透が進んだ情報基盤の重要性が高まるは

ずだ。デジタル化が進んだ社会像として Society5.0の実現が推進される中、都市のエ

ネルギーマネジメントはもとより、ICTの活用を通じて、多様なコミュニティサービス

が提供されるようになる可能性が高い。 

                                                      

施設に関する奨励措置として、通信料補助、賃料補助等のインセンティブを提供している。塩尻市では中

心市街地（まちの中心）に、インキュベーション施設が整備され、塩尻振興公社によってイノベーション

支援に向けた地域産業支援策が展開されている。 

7 地方都市であっても、IT 企業、デザイン等、クリエイティブ産業の集積が集積することによって、「創

造地区」が形成される可能性があると考えられる。 
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 新しいまちづくりスキームの確立 

これからのまちづくりでは、まちづくりの仕組みにもこれまでより柔軟な発想が求

められる。もちろん、まちづくりに当たって地域が自主性をもって取り組むことが必須

であることはいうまでもない。企画力を備えたまちづくり会社等が中心となって、関係

者と連携し、地域主体のまちづくりを行うことが基本であるが、地域を取り巻く環境変

化の中で、外部地域との交流や、外部機関との連携がこれまで以上に重要になると考え

られる。 

特に、中心市街地（まちの中心）が提供するサービスの高度化に当たっては、組織や

地域の枠を超えて、商品・サービスの需要家と供給主体を結び付け、新たな価値を生み

出す「アグリゲーター」と呼ばれるサービス提供事業者と連携し、高度なサービスを実

現できる可能性がある。 

端的な例は、キャッシュレスの導入に向けて全国各地で利用が進んだ LINE payや pay 

pay等の決済用プラットフォームだろう。最近では、より地域に即したサービスとして

地域通貨の発行、決済を担う「chiika」「おまかせ eマネー」等のプラットフォームサ

ービスも輩出しつつある。さらに、介護サービス、空き家マッチングサービス、農産品

流通等、サービス対象が広がってきているのである。 

こうしたプラットフォーム型のサービス提供が進む中で、地域の主体性を確保しつ

つ、域外との連携による地域経営スキームを確立することが地域運営の選択肢となる。

経済産業省が設置した「地域の持続可能な発展に向けた政策の在り方研究会」が提案す

る「MAP'S+O8」はこうした外部との連携を視野においたこれからの地域のマネジメント

モデルといえる。 

さらに、まちづくりの財源を確保する仕組みとして、「地域再生エリアマネジメント

負担金制度（日本版 BID）」等、官民連携による仕組みづくに向けた環境整備も進みつ

つある。拡充が進む制度条件も踏まえて、まちづくりの将来像と取り組むべき事業の実

現に向けて、効果的なスキームを構築することが望まれる。 

こうした様々な取組の展開に当たっては、中心市街地活性化計画と地域再生計画の

連携に基づく施策の展開や、立地適正化計画との関係の整理等、現時点では様々な分野

の調整が必要である。繰り返しになるが、関係機関の調整に当たって、地域の主体性の

確保が大切であることは言を俟たない。多数の地域関係者の参画のもと、まちづくり会

社等、特定地区の管理運営団体が市町村とも連携し、地域主導型のまちづくりに取り組

むことが重要である。  

                                                      

8 地域の持続的発展の担い手となる、マネージャー（Manager）、アグリゲーター（Aggregator）、プレイ

ヤー（Player）、サポーター（Supporter）、オーガナイザー（Organizer）から構成される地域の管理運営

体制を示す造語（詳しくは巻末の用語集を参照） 
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３．まちづくり事例にみる打ち手のヒント 

 

「中心市街地活性化２.０」の実現に当たっては、様々な取組が必要である。ここではこ

うした取組をイメージアップし、地域における取組の参考に資するため、まちづくり研究会

がこれまで訪問した地域で得た学びをベースに既存事例からみた打ち手のヒントを取りま

とめた。 

なお、事例の詳細は、第 2部を参照されたい。 

 

３－１ まちの稼ぐ力と集客力の強化に向けて 

まちの稼ぐ力と集客力の強化に取り組む事例として、長野県塩尻市では 2009 年に設立さ

れた塩尻市振興公社によって、都市機能の向上及び地域産業の振興に関する諸事業を行政、

民間が連携して推進している。具体的には、東京に立地する企業等からまとまった業務を受

注し、時短就労者を対象として仕事を再分配する自営型テレワーク施設「KADO」や、起業家

育成を主軸としたシビック・イノベーション拠点「スナバ」が運営されている。もともとは

市民を対象とする施設であるが、現在は市外の就業者も対象とする取組に拡大している。

「KADO」は、再生されたショッピングセンター「ウィングロード」の上層階に位置しており、

商業施設とも連携した機能となっている。 

 

アウトソーシング業務を受け止める塩尻市振興公社によるテレワーク事業の概要 

 
出所）(一財)塩尻市振興公社「塩尻市におけるテレワークの推進について」（2019年 5月） 
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青森県八戸市では、市民文化に着目し、観光客だけでなく地元の人が何度も訪れたくなる

魅力あふれる施設として「はっち」を整備した。アートの街を標榜するモダンな建築・空間

の中で、様々なコンテンツを提供し、市民交流の場となっている。また、隣接する老朽化し

たビルの再開発により整備された「ガーデンテラス」には、東京で活躍するブックコーディ

ネーターが魅力的な空間を提供する「八戸ブックセンター」や、総勢 200名を超えるスタッ

フが勤務し、広告審査・カスタマーサポート・検索サービスの品質評価・Yahoo! JAPANト

ップページの編集等を担っている「ヤフー八戸センター」が入居している。都市型ホテル等、

周辺地区における再開発が進むきっかけともなっていることが注目される。 

また、青森市では、2018年に経営破綻した再開発ビル「AUGA」に、市役所敷地内で建て替

えが計画されていた市役所窓口機能を移転した。商工会議所や金融機関も周辺地区に移転

し、同施設で就業する昼間人口や、同施設の訪問者の増加等、交流人口の呼び戻しに成功し

ている。周辺には、起業を促進する場として整備された「パサージュ広場」があり、2001年

の整備以来、中心市街地（街の中心）へ卒業生が進出する基盤として機能している。 

地方都市においても、中心市街地に民間企業、行政機関のオフィスや起業施設が商業施設

等とともに集積しており、中心市街地（まちの中心）を構成する重要な機能となっているこ

とがわかる。 

 

３－２ 新しいまちの機能と空間の整備に向けて 

重要性を増す職住近接型のワークスタイルを支える機能と空間について先述の塩尻市の

自営型テレワーク施設「KADO」では、オフィススペースに隣接する無料の託児室に子供を預

けることが可能であり、働きたい女性を支える場となっている。また、施設が入居している

「ウィングロード」が、個性的な建築空間を有する市民交流センター「えんぱーく」と直結

しており、２つのビルが一体となって就業、買物、文化活動、交流が可能な拠点を形成して

いる。こうしたミックスドユース（複合利用）の有効性が示唆される。 

また、神奈川県藤沢市に立地する「Fujisawa SST」は、松下電器（現：パナソニック）の

工場跡地に開発された次世代型のニュータウンである。太陽光発電装備のスマートハウス

や車・自転車のシェアサービス、地域内防犯設備によるセキュリティ、個別配送の一元化に

よる効率化に加え、各種地域内情報のテレビ画面での可視化を通じたコミュニティづくり

が行われており、今後のまちの姿を実感させる。カルチャーコンビニエンスクラブが運営す

る湘南 T-SITEが、リアルな交流拠点として機能していることに加え、エネルギー循環を起

点に地域内の情報交流を可視化することで、新たなコミュニティが形成されている点が注

目される。 

スマートシティ等の整備が注力され、IT を活用した新しい機能や空間整備が進められる

一方で、「サードプレイス」の形成の観点から、各地でレトロなストックを活かすことによ

る魅力的な都市空間整備が取り組まれていることにも注目したい。新潟県新潟市では、「沼

垂テラス商店街」が「古くて新しいまち」をコンセプトとして約 200mの青果物卸売市場を
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再開発し、独特な魅力ある界隈づくりを実現している。また、東京都青梅市では、まちづく

り会社が独自の空店舗調査を踏まえて、空店舗、空家のマッチング機能を担う「アキテンポ

不動産」「アキヤ不動産」を運営している。起業家を育てるマルシェの取組とも連携し、新

規出店の場としての空き店舗活用等、ストックを活かしたまちづくりに寄与している。 

 

３－３ 新しいまちづくりスキームの確立に向けて 

広域的に展開するサービス提供事業者と連携した新しいまちづくりのスキーム例として、

東京都板橋区のハッピーロード大山商店街では、商店街 100%出資の子会社を設立し、不動

産の売買・賃貸・仲介及び空家活用事業を展開する企業と連携することによって、起業の場

となるシェアキッチンを実現している。この他にもアプリを活用したポイントカードの導

入や、広告宣伝事業、新電力事業等、新しい切り口の事業に積極的に取り組んでいる。 

また、取組の起点として、幹線道路の延伸によりほぼ真ん中で斜めに分断され、全長の 3

分の 1（約 180m）が剥ぎ取られる危機に直面する中で、30 年後を展望したビジョンを策定

し、まちづくり会社の設立、全国的に事業を展開する空家活用事業者との連携等、柔軟な事

業スキームを展開している点に注目したい。 

こうした地域の主体的な取組の原点は、コミュニティの形成だと考えられる。東京都江東

区の「深川ヒトトナリ」は、まちづくりに関心のある中小事業者・個人が連携して実行委員

会を組織し、まち歩きツアー、体験イベント、まち歩きマップの配布等を通じて、まちの活

性化を実現している。コミュニティベースの取組の重要性を再認識させられる。 

 

ハッピーロード大山商店街の取組体制 
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４．「中心市街地活性化２．０」の戦略的展開に向けて 

 

４－１ 地域の構想力・実行力の強化 

本稿でみてきたように、コロナ禍を機に地域を取り巻く環境は、大きく変化しつつある。

とりわけ東京への集中傾向が大幅に減速し郊外化、地方分散が進行すること、スマートシテ

ィ、スーパーシティ構想等に象徴される地域における情報技術が普及、浸透することは、大

きな影響を及ぼすと考えられる。 

こうしたなかで、これからのまちづくりに当たっては、多数の地域関係者の参画のもと、

まちづくり会社等、特定地区の管理運営団体が市町村とも連携し、地域主導型のまちづくり

に取り組むことが重要である。そのため、関連主体の参画のもとで地域の将来ビジョンを明

確に設定し、その実現に向けて戦略的に各種の事業を展開する必要がある。 

一方で、これからの中心市街地（まちの中心）が目指すべき方向を示す計画として、既存

の中心市街地活性化基本計画は、オフィス立地方策については記載されていない等の点で、

十分な指針として機能しない可能性がある。もしこうした懸念がある場合は、地区の管理運

営を担うまちづくり会社等の管理運営団体や、市町村が構想力を発揮し、各地域の中心市街

地（まちの中心）が今後目指すべき将来像について、改めて検討することが望まれる。 

戦略的な取組の出発点は、まちづくりに向けた地域の課題を「見える化」することだと思

われる。課題を「見える化」することによって、できるだけ多数の関係者の意識を喚起し、

多数の関係者の参画のもとで、ビジョンづくりに取り組むことが期待される。 

なお、ビジョンの策定に当たっては、ビジョンが絵に描いた餅にならぬよう、取組を事業

として具体化し、着実に展開することも重要である。そのため、まちづくり会社等の地区の

管理運営主体を確立するとともに、そのもとで市町村等の関係機関とも連携しつつ、具体的

な事業のスケジュールと責任者を明確にし、確実なプロジェクトマネジメントのもとで事

業を展開する必要がある。 

こうした地域主導型のまちづくりに向けた地域の構想力と実行力の強化に向けて、各地

の先行事例等も参考に、まちづくりをリードするキーパーソンの登用や、まちづくり会社等

の実行体制と計画的な管理運営を確立することが望まれる。 

 

４－２ 地域外とのネットワークの強化・活用 

中心市街地活性化２．０の展開に当たっては、従来にも増して地域外とのネットワークを

強化する必要がある。中心市街地（まちの中心）が、地域経済をけん引するまちの拠点とし

ての役割を果たすためには、域外の地域に対してサービスを提供し、地域経済を支える基盤

産業や、地区としての求心力強化に資する機能を集積させることが必要なためである。 

そのためには、中心市街地（まちの中心）と広域的な地域との交流を支える基幹的なイン

フラとして、高速道路、新幹線、空港、港湾といった交通基盤、交通・物流サービスや、高
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度な情報通信基盤を整備することが重要である。 

また、求心力の強化に当たっては、地域のプロモーションや、地域産品の販売チャネルの

構築も重要である。中心市街地（まちの中心）の管理運営を担うまちづくり会社について、

地域産品を扱う地域商社機能や、国内外への地域の観光プロモーションを展開する観光地

域づくり法人（ＤＭＯ）としての機能を強化することも有効だと考えられる9。 

 

４－３ アグリゲーターの活用 

「中心市街地活性化２.０」の実現に向けたまちづくりの運営面では、地域における新し

いサービスの提供主体として、アグリゲーターの活用を視野に置くことが考えられる。 

先述のとおり、今般、地域が抱える個別の課題に対して、広域的な視点から、決済・ポイ

ントサービス、介護サービス、空き家マッチングサービス、農産品流通等のソリューション

を提供するアグリゲーターと呼ばれるサービス提供事業者が登場しつつあり、まちづくり

に当たっても、こうした機関が提供するサービスを利用することがひとつの選択肢となっ

てきている。 

まちづくりにおける地域としての主体性は確保しつつも、地域で提供されるサービスの

高度化、自らの存立基盤を高めることが可能であるならば、従来の枠にとらわれず、こうし

た新しいサービスの活用も視野におくことが考えられる。 

地域が自ら高度なサービスを提供できればそれに越したことはないが10、取組の選択肢を

広げるという意味で、まちづくり関係者も、多くのアグリゲーターが提供しているようなネ

ットを活用した新たなサービスや、仕組みに対する感度を高めることが望まれる。 

 

４－４ 変革のトリガーとなる公共公益施設の整備 

これまで中心市街地（まちの中心）における機能の多くを担ってきた中小商業者及びそ

の組織である商店街振興組合や商店会（以下、中小商業者等）は、1990年代初頭をピーク

に急速にその力が衰えている。商店街の主たる業種である八百屋、魚屋、肉屋、酒屋は

1991年を 100とすると 2014年は 30であり、この 23年で 70％減少した（商業統計）。 

そのため、中小商業者等は単に買い物の場を提供するのではなく、空間の整備や祭りや

イベントの実施等を通じて「暮らしの広場」機能、「地域コミュニティの担い手」そして

「都市の顔」を形成してきたが、今やその力は無くなっている。 

                                                      

9地域の特産品販売等を担う物産観光公社をグループ企業とする、ふらのまちづくり株式会社等の先行事

例がある。富良野物産観光公社はもともと物産公社であったが、業務範囲を広げ、物産観光公社へと名称

を変更した。 

10 まちづくり会社が主体となって、松山の中心市街地、商店街で使える共通ポイント・電子マネー・商

店街お買物券がひとつになった “machica（マチカ）”を地域独自のサービスとして立ち上げ、運営機関㈱

まちペイを設立している、愛媛県松山市等の先行事例が存在する。 
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これからの中心市街地（まちの中心）の活性化の担い手としては、商業者に限らない事業

者や地権者の参画が期待されるが、民間主導で変われる地域は限られる可能性が高い。当分

の間、多くの地域では活性化に向けた変革のトリガーとして、行政による“新しい公共公益

施設”の導入も有効だと考えられる。それらの先進事例として、長岡の「アオーレ」、富山

の「グランドプラザ」、八戸の「はっち」等があげられる。 

今日、人口減少、高齢化が進む中で、ほぼすべての市町村で公共施設等総合管理計画が

策定され、公共施設の再編整備が取り組まれている。中心市街地（まちの中心）の活性化

に当たり、公共施設の機能再編や再配置が有効なきっかけとなる場合も多いと考えられ

る。地域のオーガナイザーとしての市町村が、中心市街地（まちの中心）の活性化に向け

て自ら実施できる手段として、検討することが望まれる。 

 

４－５ 制度運用の見直し 

これまで中心市街地（まちの中心）では、商業機能等、圏域の住民をサービス対象とす

る非基盤型の産業や、都市型住宅、公共公益施設等の都市機能を対象とする計画が立案さ

れてきた。 

これに対して、本社機能等、外貨の獲得を通じて、地域の稼ぐ力を担う基盤産業の立地

促進については、地域再生計画に委ねられてきた。そのため、中心市街地活性化計画や、

立地適正化計画は、基盤産業となるオフィス街の整備や広域的な観光機能を含めることが

できず、自立的で包括的な地域整備の方向性を打ち出すスキームとして機能しにくかっ

た。 

しかしながら、IT関連企業等の誘致や起業促進に向けた取組も、これらの計画と同様、

地方自治体が主体となって取り組むことが可能である。地方自治体の工夫次第で一体的な

制度運用を行うことも可能なはずである。 

中心市街地活性化２.０が目指す、地域の稼ぐ力を支える業務機能等、まちの中心に立

地する産業機能を含み、よりトータルにまちの活性化を担う機能が集積する拠点を実現す

るためには、当面、こうした柔軟な制度運用が求められる。ビジョンの実現に資する制度

運用に当たっては、市町村がまちづくり会社等の地域の管理運営主体との連携のもとでイ

ニシアチブを発揮することが期待される。 

また、中心市街地活性化基本計画、立地適正化計画等における業務機能等の扱いについ

ては、国において検討を行うことが望まれる。 
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第２部 事例編 
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第 1部 総論編第 3章では、「中心市街地活性化２.０」の実現に向けた取組のイメージア

ップと、地域における取組の参考に資するため、まちづくり研究会がこれまで訪問した地域

で得た学びをベースとして、既存事例からみた打ち手のヒントを紹介した。 

第 2部では、下記の事例の概要や訪問時の所感等、詳細についてとりまとめた。 

 

掲載したまちづくり事例一覧 

目指す姿 基本的な 

方向 

関連事例 地域 

中心市街地

活性化２.０ 

「地域にお

ける社会的、

経済的及び

文化的活動

の拠点」 

まちの稼ぐ

力と集客力

の強化 

 就労の場づくり＋人材育成事業 

「KADOとスナバ」 

 長野県塩尻市 

 市民文化に着目したまちづくり 

「八戸ポータルミュージアム はっち」 

 青森県八戸市 

 庁舎移転と起業支援 

「再生 AUGAとパサージュ広場」 

 青森県青森市 

新しいまち

の機能と空

間の整備 

 スマートシティの先行事例 

「Fujisawa SST」 

 神奈川県藤沢市 

 古くて新しいまちづくり 

「沼垂テラス商店街」 

 新潟県新潟市 

 ストックの発掘と活用 

「アキテンポ不動産、アキヤ不動産」 

 東京都青梅市 

新しいまち

づくりスキ

ームの確立 

 東京深川の住民プロジェクト 

「深川ヒトトナリ」 

 東京都江東区 

 ハッピーロード大山商店街の戦略 

「30年 Vision of OHYAMA」 

 東京都板橋区 
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Ａ まちの稼ぐ力と集客力の強化に係る事例 
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Ｂ 新しいまちの機能と空間の整備に係る事例 
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Ｃ 新しいまちづくりスキームの確立に係る事例 
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おわりに 

 

商業、業務、行政機能等の都市機能が集積し、都市型居住の場でもある中心市街地（まち

の中心）は、「都市の顔」と評されることも多い地域経済の集積拠点である。 

 

今後、情報化が一段と進展し、生産活動、生活行動の変容が見込まれるが、人間がリアル

な空間に生きる存在であり、産業集積や都市機能集積の規模や酒類、人口の集積がシナジー

を生む「規模の経済」「範囲の経済」「密度の経済」が成立する以上、中心市街地（まちの中

心）は、引き続き大切な活動の場となり続けるはずである。本稿では、その役割を維持する

ために有効だと考えられる方向を「中心市街地活性化２.０」と規定して提起した。 

 

中心市街地（まちの中心）は、地域の市場結節点であり、中小企業診断士が支援対象とし

ている中小企業や商店街の立地点である場合も多い。したがって、「中心市街地活性化２.０」

は、まちづくり関係者に対してだけでなく、こうした産業や、地域団体の活力を支えるエコ

システムの形成に関わる問題提起でもある。今後のまちづくりや、まちづくりに関わる政策

形成はもとより、中小企業の支援活動等の参考にもしていただければ幸いである。 

 

ただし、本稿の執筆時点で、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大の影響や、ICT

を活用したまちづくりの動向は、まだまだ変化の余地も大きく、引き続きその趨勢を確認す

る必要のあることは言を俟たない。 

 

まちづくり研究会としては、引き続きコロナ禍における中心市街地（まちの中心）の状況

や、中心市街地活性化２.０の考え方に基づくまちづくりの有効性を検証する予定である。

また、機会を捉えてこの問題に関心を持つできる多くの関係者のご意見を拝聴し、あるべき

取組を検討するとともに、その実現に資する情報発信を続けていきたいと考えている。 
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関連用語集 

 

■エリアマネジメント団体 

国土交通省エリアマネジメント推進マニュアルによれば、「地域における良好な環境や地域の価値を維

持・向上させるための、住民・事業主・地権者等による主体的な取組」であり、内閣官房・内閣府では「特

定のエリアを単位に、民間が主体となって、まちづくりや地域経営（マネジメント）を積極的に行おうと

いう取組」と説明されている。 

エリアマネジメント団体は、その取組の実施機関。中心市街地活性化の推進機関も多くはこの定義に含

まれると考えられるが、公社組織の場合もあることから、本稿では「特定地区の管理運営団体」という表

記を用いた。 

 

■基盤産業・非基盤産業 

基盤産業は、域外を主たる販売市場とした産業。一般的に農林漁業、鉱業、製造業、宿泊業、運輸業（特

に水運）、IT産業等が該当。企業活動の利益が帰属する本社機能もあてはまる。 

非基盤産業は、域内を主たる販売市場としている産業で、建設業、小売業、対個人サービス、公共的サー

ビス、公務、金融保険業（支店、営業所）、不動産業等が該当する。 

 

■サードプレイス 

自宅(ファーストプレイス)でも職場・学校(セカンドプレイス)でもない、居心地の良い時間を過ごせる

第三の居場所のこと。 

 

■創造地区 

芸術、映画、ゲーム、デザイン、広告等の創造産業を中心に、IT産業や法律相談等、知的財産の生産に

関わる産業が集積する地区のこと。創造都市の核となる産業の集積拠点 

 

■TMO（Town Management Organization） 

中心市街地に関わる官民の諸活動を総合的に企画・調整し、時には事業主体となって、中心市街地の諸

資源を活かして、活性化を図る機関。旧中心市街地活性化法では、中心市街地全体の商業の活性化に向け、

構想・計画を作成し、テナント・ミックスの管理、商業基盤施設等の整備、共同ソフト事業の実施を行って

いく機関。特に TMO構想を策定し、市町村の認定を受けた「認定構想推進事業者」 

 

■DMO（Destination Management Organization） 

「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確

なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施す

るための調整機能を備えた組織（観光地域づくり法人）のこと。 
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■地域再生計画 

地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化や雇用機会の創出等地域の活力の

再生を総合的に推進するため、地域再生法に基づき内閣総理大臣が認定する計画。本社機能の誘致に向け

た地方活力向上地域等特定業務施設整備事業が位置付けられる。 

 

■地域商社 

地域の関係者を巻き込み、農産物等の地域の資源をブランド化し、生産・加工から販売まで一貫してプ

ロデュースし、地域内外に販売する組織 

 

■中心業務地区（CBD：Central Business District） 

都市の主要なビジネス地区や商業地区のこと。 まちや都市の中で、オフィスや店舗等が特に集積してい

る（集中している）地区のこと。 

 

■中心市街地活性化法・中心市街地 

中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上）を総合的かつ一体的に推進するため、その基

本理念、市町村による基本計画の策定、内閣総理大臣による認定等を定める法律。この法律による措置は、

都市の中心の市街地であって、次に掲げる要件に該当するものについて講じられる。 

一 当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存在して

いる市町村の中心としての役割を果たしている市街地であること。 

二 当該市街地の土地利用及び商業活動の状況等からみて、機能的な都市活動の確保又は経済活力の維持

に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる市街地であること。 

三 当該市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進することが、当該

市街地の存在する市町村及びその周辺の地域の発展にとって有効かつ適切であると認められること。 

 

■特定地区の管理運営団体 

特定地区のまちづくりや管理運営を担う、TMO、まちづくり会社や、エリアマネジメント団体のこと。中

心市街地活性化は公社組織によって推進される場合もあることから、本稿ではこの表記を用いた。 

 

■BID（Business Improvement District） 

1980年代以降、米国で広がった特定地区を対象とするまちづくりの資金調達方法であり、法に基づき指

定された事業地区（BID）における環境整備等の事業資金を自治体が負担金として徴収し、地区の管理運営

組織に交付する仕組み。我が国では 2018 年に地域再生法の改正によって、官民が連携して地域再生を実

現する手法として導入された「地域再生エリアマネジメント負担金制度」のこと（日本版 BID） 

 

■まちづくり会社 

広義には、特定エリアの活性化や課題解決等、まちの活性化に取り組む第 3 セクター等の法人一般。狭
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義には、2006年の改正中心市街地活性化法に基づき中心市街地活性化協議会の構成員として、良好な市街

地を形成するためのまちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目的として設立された会社等 

 

■MAP‘S＋O 

経済産業省が設置した「地域の持続可能な発展に向けた政策の在り方研究会」報告書（令和 2年 9月 30

日）で提案されている、多岐にわたる地域課題に取り組むための地域で中心的な役割を担う事業者を核と

した地域内外の連携体制のこと。下記の構成機関の頭文字をつなげた造語 

① マネージャー（Manager）：地域の持続的発展に取り組む中核的な人材（地域内人材と地域外人材が

連携する場合を含む） 

② アグリゲーター（Aggregator）：広域で複数の地域に、地域の持続的発展に資する製品又はサービス

を供給する地域外法人 

③ プレイヤー（Player）：マネージャー及びオーガナイザーに対し、協力・連携する地域内外の法人（又

は人材） 

④ サポーター（Supporter）：地域の持続的発展に取り組む人材・組織への支援を行う地方公共団体又

は国 

⑤ オーガナイザー（Organizer）：マネージャーが所属する組織であり、アグリゲーター及びプレイヤ

ーと連携する主体であり、サポーターの支援先である取組の中心的な役割を担う地域内法人 

 

■立地適正化計画 

都市再生特別措置法に基づき、市町村が都市全体の観点から作成する、居住機能や福祉・医療・商業等

の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープラン（都市計画法による市町村マスタ

ープランの一部とみなされる）。誘導施設の立地を進める居住誘導区域と都市機能誘導区域を定める。 

同計画に基づき、都市機能立地支援事業を活用する場合は、「中心拠点区域」（必要な都市機能を誘導し、

まちの活力の維持・増進や、持続可能な都市構造の再構築を積極的に図る拠点区域）及び必要があれば「生

活拠点区域」（中心拠点区域の都市機能を公共交通により活用可能な区域で、公共交通の利用促進にもつな

がる拠点区域）を設定する。 

 

■Society5.0 

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展

と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会（Society）。狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 

2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く新たな社会を指すもので、第５期科学技

術基本計画において我が国が目指すべき未来社会の姿として提唱された。 

 

■ワーケーション 

「ワーク」と「バケーション」を組み合わせた造語で、普段の職場と異なるリゾート地や観光地で働き

ながら休暇を取ること。 


